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◎
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
負
担
対
象
額
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新

旧

対

照

条

文

○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
負
担
対
象
額
に
関
す
る
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
。
以
下
「
令
」
と

一

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
。
以
下
「
令
」
と

い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

る
者
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基

者
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準

準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平

該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数

十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表

表
（
以
下
「
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
第
８
の
重
度
障
害
者

（
以
下
「
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
第
９
の
重
度
障
害
者
等

等
包
括
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
（
以
下
「
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
」

包
括
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
（
以
下
「
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
」
と

と
い
う
。
）
の
注
１
に
規
定
す
る
利
用
者
の
心
身
の
状
態
に
相
当
す
る
心
身
の

い
う
。
）
の
注
１
に
規
定
す
る
利
用
者
の
心
身
の
状
態
に
相
当
す
る
心
身
の
状

状
態
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
療
養
介
護
、
重
度
障
害
者

態
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
療
養
介
護
、
重
度
障
害
者
等

等
包
括
支
援
、
施
設
入
所
支
援
及
び
共
同
生
活
援
助
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る

包
括
支
援
、
施
設
入
所
支
援
及
び
共
同
生
活
援
助
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法

者
と
す
る
。

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十

条
に
規
定
す
る
旧
法
施
設
支
援
（
通
所
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
旧
法
施

設
支
援
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る
者
と
す
る
。

二

令
第
四
十
四
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

二

令
第
四
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

準
は
、
次
の
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら

は
、
次
の
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
リ

リ
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数
を
三
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
を
一
年
度
と
す
る
当
該

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数
を
三
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
を
一
年
度
と
す
る
当
該
年

年
度
に
属
す
る
各
月
（
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
は
、
平
成
十
八
年
十
月
か
ら

度
に
属
す
る
各
月
（
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
は
、
平
成
十
八
年
十
月
か
ら
平

平
成
十
九
年
二
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
ご
と
に
算
定
し
た
単
位
数
を
合
計

成
十
九
年
二
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
ご
と
に
算
定
し
た
単
位
数
を
合
計
し

し
た
数
に
、
十
円
に
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
市
町
村
が
所
在
す
る
地
域
区

た
数
に
、
十
円
に
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
市
町
村
が
所
在
す
る
地
域
区
分
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分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
の
割
合
を
乗
じ
た
額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
の
割
合
を
乗
じ
た
額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
各

各
市
町
村
に
お
け
る
当
該
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

市
町
村
に
お
け
る
当
該
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
平
成
十
七
年
度
の
国
庫
補
助
の
額
を
勘
案
し
て

相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
平
成
十
七
年
度
の
国
庫
補
助
の
額
を
勘
案
し
て
厚

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
算
定
し
た
額
を
下
回
る
と
き
は
、
当

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
算
定
し
た
額
を
下
回
る
と
き
は
、
当
該

該
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
算
定
し
た
額
）
に
当
該
市
町
村
に

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
算
定
し
た
額
）
に
当
該
市
町
村
に
お

お
け
る
当
該
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
障

け
る
当
該
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
障
害

害
者
等
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

者
等
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

基
準
に
基
づ
き
算
定
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
た
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

準
に
基
づ
き
算
定
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
た
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

イ

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
に
係
る
支
給
決
定
（
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平

イ

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
に
係
る
支
給
決
定
（
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規

成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
一

定
す
る
支
給
決
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
者

次
の

又
は

(１)

項
に
規
定
す
る
支
給
決
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
者

次
の

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
掲
げ
る
単
位
数

(２)

(１)

(２)

又
は

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
掲
げ

(１)

(２)

(１)

(２)

る
単
位
数

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

八
三
、
〇
四
〇
単
位

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

八
〇
、
〇
〇
〇
単
位

(１)

(２)

(１)

(２)

六
十
五
歳
以
上
の
者
又
は
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三

六
十
五
歳
以
上
の
者
又
は
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三

(２)

(２)

号
）
第
七
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
介
護

号
）
第
七
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
介
護

保
険
給
付
対
象
者
」
と
総
称
す
る
。
）

三
二
、
九
六
〇
単
位

保
険
給
付
対
象
者
」
と
総
称
す
る
。
）

三
一
、
七
六
〇
単
位

ロ

前
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護

ロ

前
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護

又
は
行
動
援
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
も
の

次
の

及
び

に
掲

又
は
行
動
援
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
も
の

次
の

及
び

に
掲

(１)

(２)

(１)

(２)

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

に
掲
げ
る
単
位
数

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

に
掲
げ
る
単
位
数

(１)

(２)

(１)

(２)

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

六
三
、
四
〇
〇
単
位

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

五
八
、
〇
四
〇
単
位

(１)

(２)

(１)

(２)

介
護
保
険
給
付
対
象
者

三
二
、
〇
六
〇
単
位

介
護
保
険
給
付
対
象
者

二
九
、
三
五
〇
単
位

(２)

(２)

ハ

重
度
訪
問
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く

ハ

重
度
訪
問
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く

。
）

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

。
）

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

(１)

(４)

(１)

(４)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

(１)

(４)

(１)

(４)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

次
の

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

次
の

か
ら

ま
で

(１)

(２)

(４)

(一)

(四)

(１)

(２)

(４)

(一)

(四)

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単

(一)

(四)

(一)

(四)
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位
数

位
数

区
分
六
（
障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及

区
分
六
（
障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及

(一)

(一)

び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第

び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第

四
十
号
。
以
下
「
区
分
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ

四
十
号
。
以
下
「
区
分
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ

る
区
分
六
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
者

る
区
分
六
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
者

四
四
、
〇
七
〇
単
位

四
〇
、
〇
三
〇
単
位

区
分
五
（
区
分
省
令
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
区
分
五
を
い
う
。

区
分
五
（
区
分
省
令
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
区
分
五
を
い
う
。

(二)

(二)

以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
者

三
一
、
一
一
〇
単
位

以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
者

二
八
、
二
七
〇
単
位

区
分
四
（
区
分
省
令
第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
区
分
四
を
い
う
。

区
分
四
（
区
分
省
令
第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
区
分
四
を
い
う
。

(三)

(三)

以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
者

二
四
、
八
一
〇
単
位

以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
者

二
二
、
五
四
〇
単
位

区
分
三
（
区
分
省
令
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
三
を
い
う
。

区
分
三
（
区
分
省
令
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
三
を
い
う
。

(四)

(四)

以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
者

一
九
、
八
二
〇
単
位

以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
者

一
八
、
〇
二
〇
単
位

介
護
保
険
給
付
対
象
者
（

及
び

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

介
護
保
険
給
付
対
象
者
（

及
び

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

(２)

(３)

(４)

(２)

(３)

(４)

一
三
、
五
六
〇
単
位

一
二
、
三
一
〇
単
位

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第
６
の
１
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第
６
の
１
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

(３)

(３)

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
機
能
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
、
介

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
機
能
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
、
介

11

12

護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
生
活
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護

護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
生
活
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護

12

13

給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
、
介

給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
、
介

13

14

護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
サ
ー
ビ
ス

護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
サ
ー
ビ
ス

14

15

費
又
は
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

費
若
し
く
は
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
就
労
継
続
支
援

15

16

サ
ー
ビ
ス
費
（
以
下
「
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
」
と
い
う
。
）
を
算

Ｂ
型
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
旧
法
施
設

定
さ
れ
る
者
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

次
の

か
ら

ま
で

支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生

(4)

(一)

(五)

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る

労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
二
号
）
別
表
指
定
旧
法
施
設
支
援
単
位
数
表

(一)

(五)

単
位
数

の
第
１
の
１
の
旧
身
体
障
害
者
更
生
施
設
支
援
費
、
同
表
の
第
２
の
１

の
旧
身
体
障
害
者
療
護
施
設
支
援
費
、
同
表
の
第
３
の
１
の
旧
身
体
障

害
者
授
産
施
設
支
援
費
、
同
表
の
第
４
の
１
の
旧
知
的
障
害
者
更
生
施

設
支
援
費
若
し
く
は
同
表
の
第
６
の
１
の
旧
知
的
障
害
者
授
産
施
設
支



- 4 -

援
費
（
そ
れ
ぞ
れ
通
所
に
よ
る
指
定
旧
法
施
設
支
援
（
法
附
則
第
二
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
旧
法
施
設
支
援
を
い
う
。
）
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
」
と
い
う
。
）
を
算
定

さ
れ
る
者
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

次
の

か
ら

ま
で
に

(4)

(一)

(五)

掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単

(一)

(五)

位
数

区
分
六
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も

区
分
六
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も

(一)

(一)

の

二
四
、
四
九
〇
単
位

の

二
二
、
二
四
〇
単
位

区
分
五
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も

区
分
五
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も

(二)

(二)

の

一
七
、
八
四
〇
単
位

の

一
六
、
二
一
〇
単
位

区
分
五
又
は
区
分
六
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象

区
分
五
又
は
区
分
六
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象

(三)

(三)

者
で
あ
る
も
の

一
三
、
五
六
〇
単
位

者
で
あ
る
も
の

一
二
、
三
一
〇
単
位

区
分
四
に
該
当
す
る
者

一
三
、
九
四
〇
単
位

区
分
四
に
該
当
す
る
者

一
二
、
六
八
〇
単
位

(四)

(四)

区
分
三
に
該
当
す
る
者

一
〇
、
八
〇
〇
単
位

区
分
三
に
該
当
す
る
者

九
、
八
二
〇
単
位

(五)

(五)

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第
９
の
１
の
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

(４)

(４)

10

（
以
下
「
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
い
う
。
）
を
算
定
さ
れ
る
者

（
以
下
「
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
い
う
。
）
を
算
定
さ
れ
る
者

（
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ

（
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ

(一)

(五)

(一)

(五)

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

(一)

(五)

(一)

(五)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

三
、
六
六
〇
単
位

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

三
、
三
三
〇
単
位

(一)

(二)

(五)

(一)

(二)

(五)

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

(二)

(二)

等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
七
十
一
号
。
以
下
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
」

働
省
令
第
百
七
十
一
号
。
以
下
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
」

と
い
う
。
）
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

と
い
う
。
）
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
の
共
同
生
活

利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
の
共
同
生
活

介
護
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
さ
れ
る
も
の
（

に
掲
げ
る
者
を
除

介
護
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
さ
れ
る
も
の
（

に
掲
げ
る
者
を
除

(５)

(三)

(５)

(三)

く
。
）

次
の
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

く
。
）

次
の
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

ぞ
れ
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数
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ａ

区
分
六
に
該
当
す
る
者

一
五
、
〇
〇
〇
単
位

ａ

区
分
六
に
該
当
す
る
者

一
三
、
六
三
〇
単
位

ｂ

区
分
五
に
該
当
す
る
者

九
、
五
四
〇
単
位

ｂ

区
分
五
に
該
当
す
る
者

八
、
六
七
〇
単
位

ｃ

区
分
四
に
該
当
す
る
者

七
、
四
四
〇
単
位

ｃ

区
分
四
に
該
当
す
る
者

六
、
七
七
〇
単
位

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規

(三)

(三)

定
の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス

定
の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
の
イ
の
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
さ
れ
る
者
の
う
ち

費
の
イ
の
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
さ
れ
る
者
の
う
ち

(５)

(５)

介
護
保
険
給
付
対
象
者
で
あ
る
も
の

三
、
六
六
〇
単
位

介
護
保
険
給
付
対
象
者
で
あ
る
も
の

三
、
三
三
〇
単
位

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第
９
の
１
の
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ

(四)

(四)

10

ス
費
の
ロ
の
経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

ス
費
の
ロ
の
経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（
以
下
「
経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」

（
以
下
「
経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」

と
い
う
。
）
を
算
定
さ
れ
る
者
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

と
い
う
。
）
を
算
定
さ
れ
る
者
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

(五)

(五)

次
の
ａ
か
ら
ｄ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ａ
か

次
の
ａ
か
ら
ｄ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ａ
か

ら
ｄ
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

ら
ｄ
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

ａ

区
分
六
に
該
当
す
る
者

一
六
、
七
八
〇
単
位

ａ

区
分
六
に
該
当
す
る
者

一
五
、
二
四
〇
単
位

ｂ

区
分
五
に
該
当
す
る
者

一
一
、
〇
七
〇
単
位

ｂ

区
分
五
に
該
当
す
る
者

一
〇
、
〇
六
〇
単
位

ｃ

区
分
四
に
該
当
す
る
者

九
、
〇
〇
〇
単
位

ｃ

区
分
四
に
該
当
す
る
者

八
、
一
八
〇
単
位

ｄ

区
分
三
に
該
当
す
る
者

七
、
九
一
〇
単
位

ｄ

区
分
三
に
該
当
す
る
者

七
、
一
九
〇
単
位

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ

(五)

(五)

れ
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
で
あ
る
も
の

れ
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
で
あ
る
も
の

三
、
六
六
〇
単
位

三
、
三
三
〇
単
位

ニ

行
動
援
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
者
を
除

ニ

行
動
援
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。
）

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

く
。
）

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

(１)

(４)

(１)

(４)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

(１)

(４)

(１)

(４)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

次
の

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

次
の

か
ら

ま
で

(１)

(２)

(４)

(一)

(五)

(１)

(２)

(４)

(一)

(五)

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単

(一)

(五)

(一)

(五)

位
数

位
数

区
分
六
に
該
当
す
る
者

二
九
、
一
七
〇
単
位

区
分
六
に
該
当
す
る
者

二
六
、
二
一
〇
単
位

(一)

(一)
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区
分
五
に
該
当
す
る
者

二
二
、
四
五
〇
単
位

区
分
五
に
該
当
す
る
者

二
〇
、
一
八
〇
単
位

(二)

(二)

区
分
四
に
該
当
す
る
者

一
六
、
八
九
〇
単
位

区
分
四
に
該
当
す
る
者

一
五
、
一
九
〇
単
位

(三)

(三)

区
分
三
に
該
当
す
る
者

一
二
、
五
四
〇
単
位

区
分
三
に
該
当
す
る
者

一
一
、
二
五
〇
単
位

(四)

(四)

障
害
児

一
五
、
九
四
〇
単
位

障
害
児

一
四
、
三
一
〇
単
位

(五)

(五)

介
護
保
険
給
付
対
象
者
（

及
び

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

介
護
保
険
給
付
対
象
者
（

及
び

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

(２)

(３)

(４)

(２)

(３)

(４)

七
、
四
九
〇
単
位

六
、
七
五
〇
単
位

生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
を
算
定
さ
れ
る
者
（

に
掲
げ
る
者
を
除

生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
及
び
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第
７
の

(３)

(４)

(３)

く
。
）

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

１
の
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
費
（
以
下
「
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
い

(一)

(六)

ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

う
。
）
を
算
定
さ
れ
る
者
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

次
の

(一)

(六)

(４)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

(一)

(六)

(一)

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

(六)

区
分
六
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も

区
分
六
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も

(一)

(一)

の

一
九
、
〇
五
〇
単
位

の

一
七
、
一
二
〇
単
位

区
分
五
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も

区
分
五
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も

(二)

(二)

の

一
五
、
八
一
〇
単
位

の

一
四
、
二
三
〇
単
位

区
分
四
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も

区
分
四
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も

(三)

(三)

の

一
二
、
四
五
〇
単
位

の

一
一
、
一
七
〇
単
位

区
分
三
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も

区
分
三
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も

(四)

(四)

の

九
、
五
六
〇
単
位

の

八
、
六
〇
〇
単
位

区
分
三
か
ら
区
分
六
ま
で
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付

区
分
三
か
ら
区
分
六
ま
で
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付

(五)

(五)

対
象
で
あ
る
も
の

七
、
四
九
〇
単
位

対
象
で
あ
る
も
の

六
、
七
五
〇
単
位

障
害
児

一
五
、
九
四
〇
単
位

障
害
児

一
四
、
三
一
〇
単
位

(六)

(六)

共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
者
（
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る

共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
者
（
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る

(４)

(４)

者
を
除
く
。
）

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

者
を
除
く
。
）

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

(一)

(三)

(一)

(三)

ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

(一)

(三)

(一)

(三)

及
び

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

二
、
〇
六
〇
単
位

及
び

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

一
、
八
四
〇
単
位

(一)

(二)

(三)

(一)

(二)

(三)

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
算
定
さ
れ

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
算
定
さ
れ

(二)

(二)
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る
者
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

次
の
ａ
か
ら
ｄ
ま
で
に
掲
げ

る
者
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

次
の
ａ
か
ら
ｄ
ま
で
に
掲
げ

(三)

(三)

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ａ
か
ら
ｄ
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ａ
か
ら
ｄ
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

ａ

区
分
六
に
該
当
す
る
者

一
一
、
六
三
〇
単
位

ａ

区
分
六
に
該
当
す
る
者

一
〇
、
四
五
〇
単
位

ｂ

区
分
五
に
該
当
す
る
者

八
、
四
四
〇
単
位

ｂ

区
分
五
に
該
当
す
る
者

七
、
五
九
〇
単
位

ｃ

区
分
四
に
該
当
す
る
者

六
、
五
九
〇
単
位

ｃ

区
分
四
に
該
当
す
る
者

五
、
九
〇
〇
単
位

ｄ

区
分
三
に
該
当
す
る
者

五
、
六
四
〇
単
位

ｄ

区
分
三
に
該
当
す
る
者

五
、
〇
六
〇
単
位

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
算
定
さ
れ

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
算
定
さ
れ

(三)

(三)

る
者
の
う
ち
、
介
護
保
険
給
付
対
象
者
で
あ
る
も
の

る
者
の
う
ち
、
介
護
保
険
給
付
対
象
者
で
あ
る
も
の

二
、
〇
六
〇
単
位

一
、
八
四
〇
単
位

ホ

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
か
ら

ホ

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
か
ら

チ
ま
で
に
掲
げ
る
者
並
び
に
介
護
保
険
給
付
対
象
者
を
除
く
。
）

次
の

チ
ま
で
に
掲
げ
る
者
並
び
に
介
護
保
険
給
付
対
象
者
を
除
く
。
）

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に

(１)

(４)

(１)

(４)

(１)

(３)

(１)

(４)

掲
げ
る
単
位
数

掲
げ
る
単
位
数

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

次
の

か
ら

ま
で

及
び

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

次
の

か
ら

ま
で
に
掲

(１)

(２)

(４)

(一)

(七)

(１)

(２)

(３)

(一)

(七)

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

(一)

(七)

(一)

(七)

区
分
六
に
該
当
す
る
者

二
四
、
九
四
〇
単
位

区
分
六
に
該
当
す
る
者

一
九
、
四
五
〇
単
位

(一)

(一)

区
分
五
に
該
当
す
る
者

一
八
、
一
七
〇
単
位

区
分
五
に
該
当
す
る
者

一
三
、
五
〇
〇
単
位

(二)

(二)

区
分
四
に
該
当
す
る
者

一
二
、
四
〇
〇
単
位

区
分
四
に
該
当
す
る
者

八
、
四
四
〇
単
位

(三)

(三)

区
分
三
に
該
当
す
る
者

七
、
九
六
〇
単
位

区
分
三
に
該
当
す
る
者

四
、
五
〇
〇
単
位

(四)

(四)

区
分
二
に
該
当
す
る
者

六
、
二
九
〇
単
位

区
分
二
に
該
当
す
る
者

三
、
〇
五
〇
単
位

(五)

(五)

区
分
一
に
該
当
す
る
者

五
、
五
四
〇
単
位

区
分
一
に
該
当
す
る
者

二
、
三
七
〇
単
位

(六)

(六)

障
害
児

一
一
、
四
八
〇
単
位

障
害
児

七
、
五
九
〇
単
位

(七)

(七)

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
１
の
１
の
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
及

(２)

び
ハ
を
算
定
さ
れ
る
者
（

及
び

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

次
の

(３)

(４)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で

(一)

(七)

(一)

(七)

に
掲
げ
る
単
位
数

区
分
六
に
該
当
す
る
者

二
二
、
〇
八
〇
単
位

(一)
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区
分
五
に
該
当
す
る
者

一
五
、
三
五
〇
単
位

(二)

区
分
四
に
該
当
す
る
者

九
、
五
九
〇
単
位

(三)

区
分
三
に
該
当
す
る
者

五
、
一
〇
〇
単
位

(四)

区
分
二
に
該
当
す
る
者

三
、
四
七
〇
単
位

(五)

区
分
一
に
該
当
す
る
者

二
、
六
八
〇
単
位

(六)

障
害
児

八
、
六
二
〇
単
位

(七)
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
を
算
定
さ
れ
る
者
の
う
ち
区
分
六
に
該
当
す

生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
及
び
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る

(３)

(２)

る
も
の
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

者
の
う
ち
区
分
六
に
該
当
す
る
も
の
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

(４)

(３)

一
九
、
四
四
〇
単
位

一
七
、
一
二
〇
単
位

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る

(４)

(３)

者

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か

者

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か

(一)

(五)

(一)

(一)

(五)

(一)

ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

(五)

(五)

区
分
六
に
該
当
す
る
者

九
、
七
六
〇
単
位

区
分
六
に
該
当
す
る
者

八
、
六
〇
〇
単
位

(一)

(一)

区
分
五
に
該
当
す
る
者

六
、
五
一
〇
単
位

区
分
五
に
該
当
す
る
者

五
、
七
四
〇
単
位

(二)

(二)

区
分
四
に
該
当
す
る
者

四
、
六
六
〇
単
位

区
分
四
に
該
当
す
る
者

四
、
一
〇
〇
単
位

(三)

(三)

区
分
三
に
該
当
す
る
者

三
、
六
九
〇
単
位

区
分
三
に
該
当
す
る
者

三
、
二
五
〇
単
位

(四)

(四)

区
分
二
に
該
当
す
る
者

一
、
四
〇
〇
単
位

区
分
二
に
該
当
す
る
者

一
、
二
四
〇
単
位

(五)

(五)

ヘ

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

ヘ

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

１
の
１
の
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
ロ
、
ニ
及
び
ホ
を
算
定
さ
れ
る
者
（
ロ

１
の
１
の
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
ロ
、
ニ
及
び
ホ
を
算
定
さ
れ
る
者
（
ロ

か
ら
ニ
ま
で
、
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る
者
並
び
に
介
護
保
険
給
付
対
象
者
を
除

か
ら
ニ
ま
で
、
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る
者
並
び
に
介
護
保
険
給
付
対
象
者
を
除

く
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
の
共
同

く
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
の
共
同

生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の
１
の
共
同

生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

の1

の
共
同
生

16

17

生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
者

二
、
一
一
〇
単
位

活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
者

一
、
八
四
〇
単
位

ト

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
ロ
に
掲
げ
る
者
及
び
介
護
保

ト

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
ロ
に
掲
げ
る
者
及
び
介
護
保

険
給
付
対
象
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第

険
給
付
対
象
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第

十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生

十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生

活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
の
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
さ
れ
る

活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
の
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
さ
れ
る

(５)

(５)
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も
の

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

も
の

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

(１)

(３)

(１)

(３)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

(１)

(３)

(１)

(３)

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
２
の
１
の
重
度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
２
の
１
の
重
度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

(１)

(１)

注
１
に
規
定
す
る
利
用
者
の
心
身
の
状
態
に
相
当
す
る
心
身
の
状
態
に
あ

注
１
に
規
定
す
る
利
用
者
の
心
身
の
状
態
に
相
当
す
る
心
身
の
状
態
に
あ

る
も
の

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

る
も
の

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

(一)

(三)

(一)

(三)

れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

(一)

(三)

(一)

(三)

区
分
六
に
該
当
す
る
者

一
一
、
九
二
〇
単
位

区
分
六
に
該
当
す
る
者

一
〇
、
四
九
〇
単
位

(一)

(一)

区
分
五
に
該
当
す
る
者

八
、
六
六
〇
単
位

区
分
五
に
該
当
す
る
者

七
、
六
三
〇
単
位

(二)

(二)

区
分
四
に
該
当
す
る
者

六
、
七
七
〇
単
位

区
分
四
に
該
当
す
る
者

五
、
九
四
〇
単
位

(三)

(三)

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第
３
の
１
の
同
行
援
護
サ
ー
ビ
ス
費
注
１

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第
３
の
１
の
同
行
援
護
サ
ー
ビ
ス
費
注
１

(２)

(２)

に
規
定
す
る
利
用
者
の
心
身
の
状
態
に
相
当
す
る
心
身
の
状
態
に
あ
る
も

に
規
定
す
る
利
用
者
の
心
身
の
状
態
に
相
当
す
る
心
身
の
状
態
に
あ
る
も

の

三
、
〇
八
〇
単
位

の

二
、
七
〇
〇
単
位

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
４
の
１
の
行
動
援
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
４
の
１
の
行
動
援
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注

(３)

(３)

１
に
規
定
す
る
利
用
者
の
心
身
の
状
態
に
相
当
す
る
心
身
の
状
態
に
あ

１
に
規
定
す
る
利
用
者
の
心
身
の
状
態
に
相
当
す
る
心
身
の
状
態
に
あ

る
も
の

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

る
も
の

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

(一)

(三)

(一)

(三)

ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

(一)

(三)

(一)

(三)

区
分
六
に
該
当
す
る
者

一
〇
、
五
一
〇
単
位

区
分
六
に
該
当
す
る
者

九
、
二
四
〇
単
位

(一)

(一)

区
分
五
に
該
当
す
る
者

七
、
二
六
〇
単
位

区
分
五
に
該
当
す
る
者

六
、
三
九
〇
単
位

(二)

(二)

区
分
四
に
該
当
す
る
者

五
、
三
二
〇
単
位

区
分
四
に
該
当
す
る
者

四
、
七
〇
〇
単
位

(三)

(三)

チ

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
ロ
に
掲
げ
る
者
及
び
介
護
保

チ

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
ロ
に
掲
げ
る
者
及
び
介
護
保

険
給
付
対
象
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第

険
給
付
対
象
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第

十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生

十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生

活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
の
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
さ
れ

活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
の
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
さ
れ

(５)

(５)

る
も
の

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

る
も
の

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

(１)

(３)

(１)

(３)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

(１)

(３)

(１)

(３)

区
分
六
に
該
当
す
る
者

八
、
四
〇
〇
単
位

区
分
六
に
該
当
す
る
者

七
、
三
九
〇
単
位

(１)

(１)

区
分
五
に
該
当
す
る
者

五
、
一
四
〇
単
位

区
分
五
に
該
当
す
る
者

四
、
五
四
〇
単
位

(２)

(２)



- 10 -

区
分
四
に
該
当
す
る
者

三
、
二
五
〇
単
位

区
分
四
に
該
当
す
る
者

二
、
八
五
〇
単
位

(３)

(３)

リ

同
行
援
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
ロ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
者

リ

同
行
援
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
ロ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
者

の
う
ち
次
の

及
び

に
掲
げ
る
単
位
数
以
上
の
単
位
数
が
定
め
ら
れ
て

の
う
ち
次
の

及
び

に
掲
げ
る
単
位
数
以
上
の
単
位
数
が
定
め
ら
れ
て

(１)

(２)

(１)

(２)

い
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
の

及

い
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
の

及

(１)

(１)

び

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

に
掲
げ
る
単
位

び

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

に
掲
げ
る
単
位

(２)

(１)

(２)

(２)

(１)

(２)

数

数

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

一
一
、
二
七
〇
単
位

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

九
、
八
九
〇
単
位

(１)

(２)

(１)

(２)

共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
者
（
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る

共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
者
（
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る

(２)

(２)

者
を
除
く
。
）
及
び
経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス

者
を
除
く
。
）
及
び
経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
を
算
定
さ
れ
る
者
（
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

費
を
算
定
さ
れ
る
者
（
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
、
〇
九
〇
単
位

二
、
七
〇
〇
単
位

三

令
第
四
十
四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は

、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

イ

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
を
受
け
た
者

ロ

旧
法
施
設
支
援
を
受
け
た
者

四

令
第
四
十
四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
基
づ
き
算
定
し
た
額
は
、
三
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
を
一
年
度
と
す
る
当
該

年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
計
し
た
額
と

す
る
。

算
式

当
該
月
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
の
支
給
額
の
合
計
×
当
該
月
の
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
（
施
設
入
所
支
援
を
受
け
た
者
及
び
前
号
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）
の
数
に0

.1

を
乗
じ
た
数
（
そ
の
数
に
１
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
が
１
未
満
の

と
き
は
１
と
す
る
。
）
÷
当
該
月
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
を

支
給
さ
れ
た
者
の
数

別
表

別
表
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地

域

区

分

割

合

地

域

区

分

割

合

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
平
成

千
分
の
千
八
十
一

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
平
成
十

千
分
の
千
七
十
二

十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
九
号
）
の
第

八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
九
号
）
の
第
一

一
号
の
表
の
上
欄
（
以
下
「
地
域
区
分
欄
」
と
い
う

号
の
表
の
上
欄
（
以
下
「
地
域
区
分
欄
」
と
い
う
。

。
）
に
掲
げ
る
一
級
地

）
に
掲
げ
る
特
別
区

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
二
級
地

千
分
の
千
六
十
八

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
特
甲
地

千
分
の
千
六
十

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
三
級
地

千
分
の
千
六
十
三

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
甲
地

千
分
の
千
三
十
六

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
四
級
地

千
分
の
千
六
十

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
丙
地

千
分
の
千
十
八

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
五
級
地

千
分
の
千
五
十
四

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
乙
地

千
分
の
千

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
六
級
地

千
分
の
千
四
十
五

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
七
級
地

千
分
の
千
四
十
二

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
八
級
地

千
分
の
千
三
十
六

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
九
級
地

千
分
の
千
三
十
二

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
級
地

千
分
の
千
二
十
九

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
一
級
地

千
分
の
千
二
十
三

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
二
級
地

千
分
の
千
十
八

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
三
級
地

千
分
の
千
十
五

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
四
級
地

千
分
の
千
十
四

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
五
級
地

千
分
の
千
九

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
六
級
地

千
分
の
千
五

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
そ
の
他

千
分
の
千



- 1 -

◎
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新

旧

対

照

条

文

○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
号
）
新
旧
対

照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
、
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
営

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準
並
び

業
時
間
の
時
間
数
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

一

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当

一

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
（
以

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
（
以

下
「
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
第
５
の
１
の
療
養
介
護
サ
ー
ビ

下
「
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
第
５
の
１
の
療
養
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
注
８
の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業

ス
費
の
注
８
の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業

(1)

(1)

者
の
員
数
の
基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

者
の
員
数
の
基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

指
定
療
養
介
護
事
業
所
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
十
条
第
七

ロ

指
定
療
養
介
護
事
業
所
の
従
業
者
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基

項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る

準
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の

基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
を
み
な
さ
れ
た
指
定
療
養
介
護
事
業
所
を
除
く

下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

。
）
の
従
業
者
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
１
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
５
の

二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
１
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
３
の

(1)

(1)

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
、
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準
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び
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
並
び
に
注
６
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
営
業

並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

時
間
の
時
間
数
の
基
準
及
び
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

指
定
生
活
介
護
事
業
所
等
（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
四
条
の
二
の

ロ

指
定
生
活
介
護
事
業
所
等
の
従
業
者
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第

基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表

六
号
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
除

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

く
。
）
の
従
業
者
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ハ

指
定
生
活
介
護
事
業
所
の
営
業
時
間
の
時
間
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
時
間
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

営
業
時
間
の
時
間
数
の
基
準

所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

合

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
八
十

百
分
の
八
十

九
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
に
定
め
ら
れ

て
い
る
営
業
時
間
が
四
時
間
に
満
た
な
い

こ
と
。

三

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
１
の
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
３
の
(1)

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準

並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

イ

指
定
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
九
十
六
条

に
規
定
す
る
指
定
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
又
は
基
準
該
当
児
童
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
基
準
該
当
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
（
以
下
「
指
定
児
童
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
者
の
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
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に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
利
用
者
の
数
の
基
準

る
所
定
担
単
位
数
に
乗

じ
る
割
合

指
定
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
指
定

百
分
の
七
十

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
九
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
を
い
う
。
）
又
は
基
準
該
当
児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
基
準
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準

該
当
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。

）
（
以
下
「
指
定
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
者
の
数
が
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

(１)

(２)
過
去
三
月
間
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値

(１)

が
、
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該

(一)

(二)

当
す
る
場
合

利
用
定
員
が
十
一
人
以
下
の
指
定

(一)

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等

指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
四

条
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準

第
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
運
営
規

程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
利
用
定
員
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
利
用
定
員

」
と
い
う
。
）
の
数
に
三
を
加
え
て
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得
た
数
を
超
え
る
場
合

利
用
定
員
が
十
二
人
以
上
の
指
定

(二)

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等

利

用
定
員
の
数
に
百
分
の
百
二
十
五
を

乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
場
合

一
日
の
利
用
者
の
数
が
次
の

又
は

(２)

(一)

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

(二)

利
用
定
員
が
五
十
人
以
下
の
指
定

(一)

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等

利

用
定
員
の
数
に
百
分
の
百
五
十
を
乗

じ
て
得
た
数
を
超
え
る
場
合

利
用
定
員
が
五
十
一
人
以
上
の
指

(二)

定
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等

利
用
定
員
の
数
に
当
該
利
用
定
員
の

数
か
ら
五
十
を
控
除
し
た
数
に
百
分

の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
に
二
十

五
を
加
え
た
数
を
加
え
て
得
た
数
を

超
え
る
場
合

ロ

指
定
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
従
業
者
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
員
数
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗

じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

従
業
者
の
員
数
の
基
準

る
所
定
担
単
位
数
に
乗

じ
る
割
合

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
の
規
定
に

百
分
の
七
十

よ
り
、
指
定
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等

に
置
く
べ
き
指
導
員
若
し
く
は
保
育
士
又
は
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サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
の
員
数
を
満
た
し
て

い
な
い
こ
と
。
（
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
の

員
数
に
つ
い
て
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
基
準
附
則
第
五
条
第
三
項
又
は
附
則
第
六

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
の
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
を
置
か

な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
含
む
。
）

三

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の
１
の
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
費
の
注

の
厚

四

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
８
の
１
の
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
費
の
注

の
厚

16

11

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準
並
び

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準
並
び

に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

四

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
９
の
１
の
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
８

五

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
共
同
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
８

10

の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
所
定
単
位
数
に
乗

の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
所
定
単
位
数
に

(1)

(1)

じ
る
割
合

乗
じ
る
割
合

（
略
）

（
略
）

五

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
施
設
入
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
２

六

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
施
設
入
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
２

10

11

の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基

の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の

(1)

(1)

準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
四
条
の
二
の

ロ

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
従
業
者
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第

基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表

六
号
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
除

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

く
。
）
の
従
業
者
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

六

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
機
能
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
４
の

七

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
機
能
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
４
の

11

12

(1)

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準

(1)
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並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

七

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
生
活
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
５
の

八

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
生
活
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
５
の

12

13

(1)

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準

(1)並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

八

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
５

九

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
５

13

14

の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基

の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の

(1)

(1)

準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

九

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
サ
ー
ビ
ス
費
の

十

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
サ
ー
ビ
ス
費
の

14

15

注
４
の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数

注
４
の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員

(1)

(1)

の
基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

数
の
基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

十

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
サ
ー
ビ
ス
費
の

十
一

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
サ
ー
ビ
ス
費

15

16

注
５
の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数

の
注
５
の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の

(1)

(1)

の
基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

員
数
の
基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

十
一

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の
注

十
二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の
注

16

17

８
の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
所
定
単
位
数
に

８
の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
所
定
単
位
数

(1)

(1)

乗
じ
る
割
合

に
乗
じ
る
割
合

（
略
）

（
略
）
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◎
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新

旧

対

照

条

文

○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
六
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当

一

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
（
以

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
（
以

下
「
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
第
５
の
１
の
注
２
の
厚
生
労
働

下
「
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
第
５
の
１
の
注
２
の
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
者

大
臣
が
定
め
る
者

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者

イ

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
障
が
い
者
制
度
改
革
推

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十

進
本
部
等
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で

二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
知
的
障
害
児
施
設
、
同

の
間
に
お
い
て
障
害
者
等
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

法
第
四
十
三
条
の
三
に
規
定
す
る
肢
体
不
自
由
児
施
設
及
び
同
法
第
四
十
三
条

備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
七
十
一
号
。
以
下
「
整
備
法
」

の
四
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障
害
児
施
設
（
以
下
「
知
的
障
害
児
施
設
等
」
と

と
い
う
。
）
第
五
条
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

い
う
。
）
に
入
所
し
た
者
又
は
指
定
医
療
機
関
（
同
法
第
七
条
第
六
項
及
び
身

第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
旧
児
童
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
に
規

体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
二

定
す
る
知
的
障
害
児
施
設
、
旧
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
の
三
に
規
定
す
る

項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
院
し
た
者
の
う

肢
体
不
自
由
児
施
設
及
び
旧
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
重

ち
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
以
降
当
該
知
的
障
害
児
施
設
等
又
は
指
定
医
療
機

症
心
身
障
害
児
施
設
（
以
下
「
知
的
障
害
児
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
入
所

関
に
継
続
し
て
一
以
上
の
他
の
指
定
療
養
介
護
事
業
所
（
障
害
者
自
立
支
援
法

し
て
い
た
者
又
は
指
定
医
療
機
関
（
旧
児
童
福
祉
法
第
七
条
第
六
項
及
び
身

に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第

す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
。
以
下
「
指
定
障
害

二
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
院
し
て
い

福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
療
養

た
者
の
う
ち
、
同
年
十
月
一
日
以
降
当
該
知
的
障
害
児
施
設
等
又
は
指
定
医

介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
い
る
者
又
は
知
的
障
害
児
施
設
等
若
し
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療
機
関
か
ら
継
続
し
て
一
以
上
の
他
の
指
定
療
養
介
護
事
業
所
（
障
害
者
自

く
は
指
定
医
療
機
関
を
退
所
若
し
く
は
退
院
し
た
後
に
指
定
療
養
介
護
事
業
所

立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及

を
利
用
す
る
者

び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
。
以

下
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
療
養
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
い
る
者
又
は
知
的

障
害
児
施
設
等
若
し
く
は
指
定
医
療
機
関
を
退
所
若
し
く
は
退
院
し
た
後
に

指
定
療
養
介
護
事
業
所
を
利
用
す
る
者

ロ

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
知
的
障
害
児
施
設
等
に
入
所
し

て
い
た
者
又
は
指
定
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
た
者
の
う
ち
、
同
年
四
月
一

日
以
降
当
該
知
的
障
害
児
施
設
等
で
あ
っ
た
児
童
福
祉
法
第
四
十
二
条
に
規

定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
又
は
当
該
指
定
医
療
機
関
か
ら
継
続
し
て
一
以
上

の
他
の
指
定
療
養
介
護
事
業
所
を
利
用
し
て
い
る
者
又
は
当
該
知
的
障
害
児

施
設
等
で
あ
っ
た
同
条
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
若
し
く
は
当
該
指
定

医
療
機
関
を
退
所
若
し
く
は
退
院
し
た
後
に
指
定
療
養
介
護
事
業
所
を
利
用

す
る
者

二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
１
の
注
１

、
同
注

及
び
第

の
１

二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
１
の
注
１

、
同

及
び
第

の
１
の

(３)

(４)

10

(３)

(４)

11

の
注
１

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

注
１

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

(３)

(３)

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者

イ

特
定
旧
法
指
定
施
設
（
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

特
定
旧
法
指
定
施
設
（
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

特
定
旧
法
指
定
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
所
し
た
者
の
う
ち
、
当

旧
法
指
定
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
所
し
た
者
の
う
ち
、
当
該
特
定

該
特
定
旧
法
指
定
施
設
か
ら
継
続
し
て
一
以
上
の
他
の
指
定
障
害
者
支
援
施

旧
法
指
定
施
設
に
継
続
し
て
一
以
上
の
他
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
（
法
第
二

設
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
い
う
。

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
い
う
。
）
若
し
く
は
の

）
若
し
く
は
の
ぞ
み
の
園
（
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施

ぞ
み
の
園
（
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法

設
の
ぞ
み
の
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
号

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立

の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の

行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設
を

園
が
設
置
す
る
施
設
を
い
う
。
）
（
以
下
「
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
」
と

い
う
。
）
（
以
下
「
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
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い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
者
若
し
く
は
当
該
特
定
旧
法
指
定
施
設
か
ら
継

る
者
若
し
く
は
当
該
特
定
旧
法
指
定
施
設
に
継
続
し
て
一
以
上
の
他
の
指
定
生

続
し
て
一
以
上
の
他
の
指
定
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

活
介
護
事
業
所
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定

基
準
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）

す
る
指
定
生
活
介
護
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
い
る
者
又
は
当
該
特
定
旧
法
指

を
利
用
し
て
い
る
者
又
は
当
該
特
定
旧
法
指
定
施
設
、
当
該
指
定
障
害
者
支

定
施
設
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
若
し
く
は
当
該
指
定
生
活
介
護
事
業

援
施
設
等
若
し
く
は
当
該
指
定
生
活
介
護
事
業
所
を
退
所
し
た
後
に
指
定
障

所
を
退
所
し
た
後
に
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
再
度
入
所
す
る
者
若
し
く
は

害
者
支
援
施
設
等
に
再
度
入
所
す
る
者
若
し
く
は
指
定
生
活
介
護
事
業
所
を

指
定
生
活
介
護
事
業
所
を
再
度
利
用
す
る
者
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
者

再
度
利
用
す
る
者
及
び
前
号
に
掲
げ
る
者

ロ

地
域
に
お
け
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
状
況
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
情
に
よ
り
、
通
所
に
よ
っ
て
介
護
等
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
者

三

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
１
の
注
１

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

(４)

者
前
号
イ
に
定
め
る
者

四

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
１
の
注
１

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

(５)

者
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、
重
度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の

上
肢
、
下
肢
又
は
体
幹
の
機
能
の
障
害
が
重
複
し
て
い
る
障
害
者
に
対
す
る
生

活
介
護
に
準
ず
る
事
業
を
行
っ
て
い
た
事
業
所
を
利
用
し
て
い
た
者

五

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
１
の
注
４
及
び
第

の
１
の
注
２
の
厚
生

10

労
働
大
臣
が
定
め
る
者

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
存
し
て
い
た
旧
児
童
福
祉
法

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
（
以
下
「
旧

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
」
と
い
う
。
）
（
通
所
の
み
に
よ
る
利
用
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
に
入
所
し
た
者
の
う
ち
、
当
該
旧
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に

継
続
し
て
入
所
し
て
い
る
者

六

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の

の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

11

次
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
、
当
該
状
態
が
一
定
の
期
間
や
頻
度
で
継
続
し
て

い
る
こ
と
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常
時
頻
回
の
喀

痰
吸
引
を
実
施
し
て
い
る
状
態

か
く
た
ん

(１)

呼
吸
障
害
等
に
よ
り
人
工
呼
吸
器
を
使
用
し
て
い
る
状
態

(２)

中
心
静
脈
注
射
を
実
施
し
て
い
る
状
態

(３)

人
工
腎
臓
を
実
施
し
て
お
り
、
か
つ
、
重
篤
な
合
併
症
を
有
す
る
状
態

(４)

重
篤
な
心
機
能
障
害
、
呼
吸
障
害
等
に
よ
り
常
時
モ
ニ
タ
ー
測
定
を
実
施

(５)

し
て
い
る
状
態

膀

胱
ま
た
は
直
腸
の
機
能
障
害
の
程
度
が
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規

ぼ
う
こ
う

(６)

則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
掲
げ
る
身
体
障

害
者
障
害
程
度
等
級
表
の
四
級
以
上
に
該
当
し
、
か
つ
、
ス
ト
ー
マ
処
置
を

実
施
し
て
い
る
状
態

経
鼻
胃
管
や
胃
瘻
等
の
経
管
栄
養
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態

ろ
う

(７)

褥

瘡
に
対
す
る
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態

じ
よ
く
そ
う

(８)

気
管
切
開
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態

(９)
七

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の

の
注
１
、
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

10

る
者現

に
利
用
定
員
の
百
分
の
九
十
五
に
相
当
す
る
数
の
利
用
者
に
対
応
し
て
い

る
指
定
短
期
入
所
事
業
所
に
お
い
て
、
緊
急
に
指
定
短
期
入
所
を
受
け
る
必
要

が
あ
る
者

八

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の

の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

11

運
動
機
能
が
座
位
ま
で
で
あ
っ
て
、
以
下
の
各
項
目
に
規
定
す
る
状
態
が
６

か
月
以
上
継
続
す
る
場
合
に
、
別
表
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
コ
ア
を
合
算
し
、
十
点

以
上
で
あ
る
者
。

九

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
９
の
８
の
注
、
第

の

の
注
２
、
第

の
５

三

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
８
の
注
、
第

の

の
注
２
、
第

の
５

10

11

12

10

11

11

13

の
９
の
注
及
び
第

の
６
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

の
９
の
注
及
び
第

の
６
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

16

17

（
略
）

（
略
）

十

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
注
２
の
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

四

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
注
２
の
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

11

12

る
従
業
者

る
従
業
者
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（
略
）

（
略
）

別
表

判
定
ス
コ

ア
（ス

コ
ア

）

(
1
)

レ
ス
ピ
レ

ータ
ー管

理

＝10

(
2
)

気
管

内
挿
管

気
管

切
開

＝８
、

(
3
)

鼻
咽

頭
エ
ア

ウ
ェ
イ

＝５

い
ん

(
4
)

Ｏ
２
吸

入
又
は

Ｓ
ｐ
Ｏ

２
90

パ
ーセ

ン
ト

以
下
の

状
態
が

10
パ

ーセ
ン

ト

以
上

＝５

(
5
)

１
回
／
時

間
以
上

の
頻
回

の
吸
引

＝８
６

回／
日
以
上

の
頻

回
の

吸
引

、

＝３

(
6
)

ネ
ブ

ラ
イ
ザ

ー６
回

／
日
以

上
又

は
継
続

使
用

＝３

(
7
)

Ｉ
Ｖ

Ｈ

＝1
0

(
8
)

経
口
摂

取

（全
介
助

）
＝３

(
9
)

経
管

（経
鼻
・

胃
ろ
う
含

む

）
＝５

(10)
腸

ろ
う
・

腸
管
栄

養

＝８

(11)
持

続
注
入

ポ
ン
プ
使

用

（腸
ろ
う

・
腸
管

栄
養
時

）
＝３

(12)
手
術

・
服
薬

で
も
改

善
し
な

い
過

緊
張
で

発
汗
に

よ
る

更
衣

と
姿

勢
修

、

正
を

３
回
／

日
以
上

＝３

(13)
継
続
す

る
透
析

（腹
膜

灌
流
を
含

む

）
＝1

0

か
ん

(14)
定
期
導

尿
３
回
／

日
以
上

＝５

(15)
人

工
肛
門

＝５

(16)
体

位
交
換

６
回
／
日

以
上

＝３


	【新旧】告示第247号.pdf
	【新旧】告示第251号
	【新旧】告示第257号

